
健康保険組合認可申請書等の提出先等一覧 
 

区分 認可申請・届出等種類 宛先 提出先 部数 根拠条文  区分 認可申請・届出等種類 宛先 提出先 部数 根拠条文 

組合の設立 任   意 ・設立（規約） 認可 厚生労働大臣 近畿厚生局 ２部 法第 12 条第１項 規約の変更 ・組合事務所の所在地 届出 近畿厚生局長 近畿厚生局 １部 規則第６条第１号 

・事業計画書、一般保険料率、介護

保険料率、初年度の予算及び同意

書 

※ 
 

〃 ２部 規則第３条第１項 ・事業所の名称、所在地及び廃止 届出 〃 〃 １部 規則第６条第２号 

・事業所の編入及び削除 認可 〃 〃 １部 規則第６条第２号 

・一部負担金を減免する指定医療機関の名称

及び所在地 

届出 〃 〃 １部 規則第６条第３号 

強   制 ・設立（規約） 認可 厚生労働大臣 〃 ２部 法第 1４条第２項 ・一部負担金の支払を行う直営医療機関の名

称及び所在地 

届出 〃 〃 １部 規則第６条第３号 

・事業計画書、一般保険料率、介護

保険料率、初年度の予算及び同意

書 

※ 
 

〃 ２部 規則第３条第１項 

・予備費の費途 届出 〃 〃 １部 規則第６条第４号 

・その他厚生労働大臣の定める事項 届出 〃 〃 １部 規則第６条第５号 

組合の合併 設立型 

Ａ＋Ｂ→Ｃ 

・合併 認可 厚生労働大臣 〃 ２部 法第２３条第１項 ・上記以外の規約 認可 〃 〃 １部 法第１６条第２項 

・事業計画書、財産目録、規約、一

般保険料率、介護保険料率及び初

年度の予算 

※  〃 ２部 規則第７条第２項 組 合 債 ・起債 認可 〃 〃 １部 令第２２条第１項 

・金額の減少 届出 〃 〃 １部 規則第１１条第１号 

・利率の低減 届出 〃 〃 １部 規則第１１条第２号 

・その他 認可 〃 〃 １部 令第２２条第１項 

吸収型 

Ａ＋Ｂ→Ａ 

・合併 認可 厚生労働大臣 〃 ２部 法第２３条第１項 そ の 他 ・滞納処分 認可 〃 〃 １部 法第１８０条第５項 

・規約の変更 認可 〃 〃 ２部 規則第７条第３項 ・一般保険料率の変更 認可 〃 〃 １部 法第１６０条第１３項 

・事業計画書、財産目録 ※   ２部 規則第７条第２項 ・介護保険料率の変更 届出 〃 〃 １部 通知(H11.12.28 

保険発第１７６号) 

組合の分割 分割消滅型 
Ａ─┬─Ｂ 

│ 
└─Ｃ 

・分割 認可 厚生労働大臣 〃 ２部 法第２４条第１項 ・一般保険料率と調整保険料率の合計に変更

のない一般保険料率の変更 

届出 〃 〃 １部 附則第２条第９項 

・事業計画書、財産目録、規約、一

般保険料率、介護保険料率及び初

年度の予算 

※  〃 ２部 規則第８条第２項 

・収入支出予算書 届出 〃 〃 １部 令第１６条第１項 

・収入支出予算概要表 ― ──── 〃 ３部 ────────── 

・予算の変更 届出 近畿厚生局長 〃 １部 令第１６条第１項 

・権利義務承継の限度 認可 厚生労働大臣 〃 ２部 法第２４条第６項 ・重要財産の処分 認可 〃 〃 １部 令第２３条 

分割存続型 
Ａ─┬─Ａ 

│ 
└─Ｂ 

・分割 認可 〃 〃 ２部 法第２４条第１項 ・特定健康保険組合 認可 厚生労働大臣 〃 ２部 令第２５条 

・規約の変更（存続） 認可 〃 〃 ２部 規則第８条第３項 ・特定健康保険組合の認可の取消 認可 〃 〃 ２部 令第２５条 

・事業計画書、財産目録、規約、一

般保険料率、介護保険料率及び初

年度の予算 

※  〃 ２部 規則第８条第２項 ・保険医療機関等との診療契約 認可 近畿厚生局長 〃 １部 法第７６条第３項 

・決算及び事業報告 届出 〃 〃 １部 令第２４条第１項 

・収入支出決算見込表 ― ──── 〃 ３部 ────────── 

・権利義務継承の限度 認可 厚生労働大臣 〃 ２部 法第２４条第６項 ・収入支出決算概要表 ― ──── 〃 ３部 ────────── 

組合の解散 任   意 ・解散 認可 〃 〃 ２部 法第２６条第２項 ・理事長の就退任及び代理 届出 近畿厚生局長 〃 １部 規則第１６条 

・被保険者数、財産目録及び権利義

務の継承 

※  〃 ２部 規則第９条 ・事業状況報告書 報告 ─ 〃 ３部 規則第１４条 

・適用事業所の一括適用 承認 厚生労働大臣 〃 ２部 法第３４条第１項 

強   制 ・解散 不要 ── ─────― ─ 法第２９条第２項 ・規程 届出 近畿厚生局長 〃 １部 規則第１５条 

※は、設立等の認可申請書に添付書類として提出します。 ・証明書（願） ― 〃 〃 必要部数＋１部 

 


